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2026年 4月 30日 

各 位 

会社名 株式会社ブイキューブ 

代表者名 代表取締役社長 水谷 潤 

（コード番号：3681 東証プライム） 

問合せ先 常務取締役 CFO 山本 一輝 

（TEL. 03-6625-5011） 

 

2025 年 12 月期有価証券報告書の提出完了と  
当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ  

 

当社は、2026年 3月 31日付「2025年 12月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監理銘柄

（確認中）の指定の見込みに関するお知らせ」のとおり、2025 年 12月期有価証券報告書を提出期

限である 2026 年 3 月 31 日までに提出を完了できなかった旨をお知らせいたしましたが、本日、

当該有価証券報告書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、2025年 12月期連結業績につきましては、2026年 4月 30日付「（訂正・数値データ訂正）

「2025 年 12 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について」にて公表しました内容

と相違ありません。 

また、2025年 12月期有価証券報告書の提出を踏まえ、上場維持基準（純資産の額）に適合しな

かったことから、本日付で、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）より、当社株式

を整理銘柄に指定し、2026 年 7 月 1 日付で上場廃止とする旨の通知を受領しましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

このような決定を受ける事態となりましたことを、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に深く

お詫び申し上げます。 

 

記 

 

 

１．上場廃止及び整理銘柄指定について 

（１）銘柄  株式会社ブイキューブ（コード：3681、市場区分：プライム市場） 

（２）整理銘柄指定期間 2026年4月30日(木)から2026年6月30日(火)まで 

（３）上場廃止日  2026年7月1日(水) 

（４）理由（関連条項） 上場維持基準に適合しないため（有価証券上場規程第601条第1項第1号） 

（５）理由の詳細  東京証券取引所の上場廃止の決定及び整理銘柄の指定理由は次のとおりとなり

ます。 

 

株式会社ブイキューブ（以下「同社」という。）は、2024年12月期において、

上場維持基準（純資産の額）に適合しなかったため、改善期間内に上場維持基

準に適合しない場合、上場廃止となります。 

本日、同社は、改善期間の末日である2025年12月31日時点において上場維持

基準に適合しなかったことを発表しました。 

 

 

２．今後の対応 

2026年3月31日付「上場廃止基準抵触による当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込み及びスポンサ

ー基本契約締結のお知らせ」のとおり、当社は株式会社日本革新投資（以下「J-INC」）との間でスポンサ

ー基本契約を締結いたしました。J-INCとの最終契約の締結を条件として、本年6月開催予定の当社臨時株

主総会にお諮りした上で、J-INC が設立する SPC（以下「本 SPC」）に対する第三者割当増資を行う予定で
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す。その後、株式併合を行うことで、当社を本SPCの完全子会社とする一連の取引を実行し、非上場化を図

る方針です。 

これにより、当社株式は 2026年7月1日付で上場廃止となる旨の通知を受領いたしましたが、2026年6

月 25日(木)が当社株式の東京証券取引所における売買最終日となり、2026年 6月 26日(金)が当社株式の

上場廃止日となる予定です。 

 

 

 

以 上 


